
令和３年１２月７日

国土交通省 東北地方整備局

河川事業 再評価
鳴瀬川床上浸水対策特別緊急事業（吉田川）

説明資料

第１９回鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会

資料－１



目 次

１．鳴瀬川床上浸水対策特別緊急事業（吉田川）再評価の流れ・・・・・ ２

２．河川事業の概要と経緯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３

３．事業を巡る社会経済情勢等の変化・・・・・・・・・・・・・・・・ ５

４．事業の投資効果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２

５．事業の進捗状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９

６．今後の事業スケジュール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１

７．コスト縮減や代替案立案等の可能性 ・・・・・・・・・・・・・・ ２２

８．地方公共団体等の意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２３

９．対応方針（原案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４

1



１．鳴瀬川床上浸水対策特別緊急事業（吉田川）再評価の流れ 2

令和3年度 東北地方整備局事業評価監視委員会に報告

平成29年度 新規事業採択時評価
鳴瀬川床上浸水対策特別緊急事業(吉田川)

平成25年11月1日
平成26年4月15日
費用対効果分析の効率化に関
する運用

H30.3.30以降
再評価5年毎

（第19回鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会【今回】）

令和3年12月 事業再評価
鳴瀬川床上浸水対策特別緊急事業(吉田川)
※床上単独での事業評価

※整備内容は変更なし

平成30年3月30日
公共事業評価実施要領改定
（再評価サイクル見直し等）

令和2年4月
治水経済調査ﾏﾆｭｱﾙ（案）の
改訂

平成22年4月1日
公共事業評価実施要領改定
（再評価サイクル短縮等）

令和元年12月 事業再評価
鳴瀬川水系河川整備計画

（第17回鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会）

※新規事業採択なので、床上事業単独での事業評価を実施

※鳴瀬川水系河川整備計画の事業全体として、事業評価を実施

国土交通省所管公共事業の再評価要領の「事業
採択後長期間が経過した時点で継続中の事業」
に該当するため、事業再評価を実施する。
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２．河川事業の概要と経緯

吉田川の概要

・幹川流路延長 ：53km

・流域面積 ：350km2

・流域沿川市町村人口： 約147,000人※

・想定氾濫区域内人口： 約4,000人※

・流域沿川市町村 ： 2市3町1村

※平成27年 国勢調査

鳴瀬川床上浸水対策特別緊急事業の概要

①事業の目的（目標）
鳴瀬川水系河川整備計画において、吉田川は、近年最大の洪水である平成27年9月関東・

東北豪雨と同規模の洪水が発生しても、床上浸水等の重大な家屋浸水被害を防止するとと
もに、水田等農地についても浸水被害の軽減に努めることを目標としている。
床上対策事業では、河川整備計画に基づき、吉田川三川合流部上流区間において河道掘

削、築堤及び遊水地群を整備し、浸水被害の軽減に努める。

②事業の内容
遊水地の整備・平成27年9月洪水関東・東北豪雨と同規模の洪水において、床上浸水等の

重大な家屋浸水被害を防止するために遊水地を整備。
堤防の整備 ・家屋等への被害が生じる無堤箇所及び断面が不足する箇所において堤防

の整備を実施。
河道掘削 ・堤防整備が完了しても河道断面積が不足している箇所は、河道掘削を実

施

③事業費 約128億円

④事業期間 平成29年度
～令和4年度
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鳴瀬川流域図

鳴瀬川水系　河川整備計画目標流量及び河道への配分流量　　（単位：m3/s）
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２．河川事業の概要と経緯 4
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水害に強いまちづくり事業の推進

・昭和61年8月洪水による浸水被害を契機として、昭和63年に鹿島台町・大郷町・松島町の被災域を全国初のモデル地区に指定と

なり、「水害に強いまちづくり事業」をスタート。

・ 洪水により河川が氾濫した場合、はん濫の拡大を最小限にとどめるため、国（二線堤・水防災拠点）、県（国道３４６号バイパ

ス）・地元自治体（避難路）が連携し、総合的に整備を実施。

鳴瀬川

吉田川

昭和６１年８月洪水では、吉田川で４箇所で堤防が切れ、鹿島
台では１１日間も浸水するなど、甚大な被害を受けた。

現在の二線堤位置

破堤箇所

2013.08.26撮影

水防災拠点

昭和61年8月同等洪水 破堤イメージ

吉田川

大崎市鹿島台総合支所

総合病院

消防署

二線堤

二線堤により、万一、鳴瀬川や吉田川の堤防が決壊しても、鹿島台市街
地が守られる。ショッピングモール等が進出し開発が進行。

破堤箇所
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（mm）流域平均２日雨量 浸水面積 浸水戸数

254mm
約6,910ha

約1,090ha 約170戸

約1,730戸

※直轄管理区間沿川における浸水実績

324mm

凡例

S61.8 洪水破堤箇所

S61.8 洪水浸水区域

H27.9 洪水浸水区域

11.7k

16.6k18.0k 二線堤

大和町

大郷町

大崎市

松島町

凡例
：掘削

：築堤

激特区間
S61～H2

28.3ｋ

22.8k

河道掘削
S61～H27

190戸※
鹿島台地区

激甚災害対策特別緊急事業鳴瀬川・吉田川の河道の変遷

原始河川

吉田川の下流に位置
する品井（しない）
沼は約2,500haの沼地
鳴瀬川が増水すると
水が吉田川へ逆流し、
品井沼が氾濫するた
め、周囲に多大の被
害

江戸時代

江戸時代に品井沼の水
を松島湾へ流下させる
『元禄潜穴』を開削

鳴瀬川の逆流防止工事
とあわせ、新たに600
町歩の新田を開発

明治以降

元禄潜穴にあわせ、
さらに明治潜穴を開
削
大正、昭和初期にお
いて、吉田川に合流
していた鶴田川を幡
谷サイフォンで分離
昭和初期に、吉田川
への逆流防止のため、
背割堤を設置
江合川の洪水を鳴瀬
川へ導水するための
新江合川を開削

鳴瀬川・吉田川流域は、低平地という地形的な特徴により浸水被害が多発し、古くから河川の付け替えや新川開削等の対策が行われています。

氾濫しやすい品井沼では、江戸時代より水を松島湾へ排水する事業が実施され、明治時代以降には流域の一部（鶴田川）を分離しました。

昭和時代には、昭和61年8月洪水を契機とした激甚災害対策特別緊急事業、水害に強いまちづくり事業を推進しています。

・鳴瀬川水系吉田川では、昭和61年8月洪水時に４箇所の堤防決壊が発生。

・再度災害防止のため、激特事業（S61～H2）によって築堤・河道掘削を実施。

【原始河川】



施設等被害 鳴瀬川浸水想定区域内にある施設数など

災害時要配慮者施設・病院  小学校：12、幼稚園：10、保育園：16、老人福祉施設：61、病院： 7

防災拠点施設
（警察、消防、市役所、町役場）

 警察関連：12、消防関連： 4、市役所・町役場： 7

【鉄道】JR東北本線、JR仙石線、JR石巻線、JR陸羽東線、JR東北新幹線

【高速道路】東北自動車道、三陸縦貫自動車道

【国道】4号、45号、108号、346号

主要交通網
（途絶、停滞に伴う周辺地域への
波及被害が想定される交通網）

３．事業を巡る社会経済情勢等の変化
（１）災害発生時の影響
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鳴瀬川水系浸水想定区域図（想定最大規模）

下伊場野小学校

介護老人保健施設さくら

かえで保育園

さくら保育園

古川みなみ保育園

ウィンズの森
古川穂波
スイートホーム

星陵あすか病院

鴻ノ巣保育園

古川第五小学校

高倉小学校

公立黒川病院

大和町役場

黒川消防本部

大和警察署

落合駐在所

古川第二小学校
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リハビリパークあやめ

古川第三小学校

グループホーム太陽

永仁会病院

えがおの保育園

宮城第一保育園

大幡保育園

グループホーム
かなでの杜

いちょう保育園

白梅幼稚園

古川ももの木保育園

古川駅前交番

まとば幼稚園

古川民主病院

北浦駐在所

青生白寿館

グループホームたんぽぽ

老人ホームたんぽぽ

ホームみさと

小牛田小学校

中央白寿館

美里町役場

小牛田保育所

遠田警察署

よつば荘

野崎病院

老人保健施設美里

老人ホーム美花月

青生小学校

コスモス

古川消防署松山派出所

松山駐在所

松山小学校

松山幼稚園

大崎市松山総合支所

ヒューマンシティ松山

なかよし園
なかよし園幼稚園

二郷駐在所

グループホーム花水木

古川消防署
鹿島台分署

老人憩の家ことぶき荘

南郷小学校

美里町南郷庁舎

なんごう幼稚園
なんごう保育所

みのりの家

(特養)いなほの里
ケアハウスいなほ

美里町立南郷病院

大柳駐在所 障害者日中活動
支援施設のぎく

遠田消防署

ふどうどう幼稚園

品井沼駐在所

鳴瀬幼稚園

小野駐在所

小野保育所

お泊り処菜の花

東松島市鳴瀬総合支所

グループホームやすらぎ

ショートステイはまなすの里

グループホームすみちゃんの家

老人ホームはまなすの里

大曲保育所

大曲小学校

ショートステイ
しらとり

敷玉駐在所

敷玉幼稚園
ほなみの杜保育園

敷玉小学校

大崎ホーム

グループホーム後楽庵

涌谷南幼稚園

涌谷幼稚園

涌谷保育園

涌谷第一小学校

涌谷幹部交番

涌谷町役場

東泉堂病院

凡 例
要配慮者利用施設

市役所・町役場
警察・消防
鉄道
高速自動車道
国道

(小学校、幼稚園、保育園、老人ホーム、病院)

5.0m～10.0m未満の区域

3.0m～ 5.0m未満の区域

0.5m～ 3.0m未満の区域

0.5m未満の区域

10.0m以上の区域

凡例
浸水した場合に想定される水深

（ランク別）

想定最大規模の洪水が発生した場合、鳴瀬川沿川で浸水世帯約41,300世帯、浸水面積約23,340haの被害が発生する恐れがあります。

また、浸水想定区域には、病院、小学校などの災害時要援護者施設、警察署などの防災拠点、国道4号、JR東北本線などの基幹交通施設が存在しており

事業を実施していなかった場合において、洪水が発生すると、これら重要施設が浸水し甚大な被害の発生が想定されることから、治水安全度を向上させ

ることが必要となっています。



３．事業を巡る社会経済情勢等の変化
（２）過去の災害実績
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出典：昭和25年8月洪水以前は「概要江合・鳴瀬両河川改修工事誌（北上川下流工事事務所）」、昭和61年～平成27年洪水は「水害統計」
※最大流量は、氾濫、ダム戻しによる計算流量。
※明治43年8月洪水の家屋全半壊には、土砂災害を含む場合がある。
※床上浸水、床下浸水、氾濫面積について、昭和25年8月洪水以前の外水・内水被害の内訳は不明。
※大正2年8月洪水は、中新田町の被害（出典資料の大正2年8月洪水が中新田町被害のみ掲載）。

洪水発生年

三本木地点 落合地点

被害状況流域平均
2日雨量(㎜)

最大流量
(m3/s)

流域平均
2日雨量(㎜)

最大流量
(m3/s)

明治43年8月 305 約4,100 295 －

死者：26名、行方不明者：17名、負傷者：39名
家屋全半壊：131戸
床上浸水：422戸、床下浸水：171戸
氾濫面積：925ha

大正2年8月 230 － － －
床上浸水：約400戸
床下浸水：約470戸

昭和22年9月
（カスリン台風）

284 約3,370 254 約1,390
床上浸水：鳴瀬川1,150戸、吉田川850戸
床下浸水：鳴瀬川1,450戸、吉田川650戸
氾濫面積：鳴瀬川6,340ha、吉田川3,134ha

昭和23年9月
（アイオン台風）

268 約2,480 334 約2,290
床上浸水：鳴瀬川251戸、吉田川1,001戸
床下浸水：鳴瀬川1,006戸、吉田川925戸
氾濫面積：鳴瀬川3,778ha、吉田川6,491ha

昭和25年8月 249 約2,730 232 約1,120

家屋流出：鳴瀬川6戸、吉田川46戸
床上浸水：鳴瀬川207戸、吉田川614戸
床下浸水：鳴瀬川509戸、吉田川344戸
氾濫面積：鳴瀬川2,410ha、吉田川4,185ha

昭和61年8月 254 約1,610 289 約1,190

床上浸水（外水）：鳴瀬川一戸、吉田川1,056戸
床上浸水（内水）：鳴瀬川13戸、吉田川67戸
床下浸水（外水）：鳴瀬川136戸、吉田川503戸
床下浸水（内水）：鳴瀬川55戸、吉田川105戸
氾濫面積：鳴瀬川2,662ha、吉田川6,050ha

平成6年9月 183 約1,890 137 約450
床上浸水（外水）：鳴瀬川1戸、吉田川-戸
外水氾濫面積：鳴瀬川0.4ha、吉田川-ha

平成14年7月 168 約1,130 211 約1,000

床上浸水（外水）：鳴瀬川-戸、吉田川1戸
床上浸水（内水）：鳴瀬川2戸、吉田川2戸
床下浸水（外水）：鳴瀬川2戸、吉田川17戸
床下浸水（内水）：鳴瀬川424戸、吉田川58戸
外水氾濫面積：鳴瀬川-ha、吉田川13ha
内水氾濫面積：鳴瀬川1,288ha、吉田川824ha

平成23年9月 257 約1,450 280 約990

床上浸水（外水）：鳴瀬川5戸、吉田川4戸
床上浸水（内水）：鳴瀬川107戸、吉田川-戸
床下浸水（外水）：鳴瀬川5戸、吉田川5戸
床下浸水（内水）：鳴瀬川96戸、吉田川-戸
外水氾濫面積：鳴瀬川24ha、吉田川334ha
内水氾濫面積：鳴瀬川16ha、吉田川400ha

平成27年9月 310 約2,350 324 約1,670

床上浸水（外水）：鳴瀬川358戸、吉田川144戸
床上浸水（内水）：鳴瀬川33戸、吉田川20戸
床下浸水（外水）：鳴瀬川136戸、吉田川163戸
床下浸水（内水）：鳴瀬川21戸、吉田川8戸
外水氾濫面積：鳴瀬川1,914ha、吉田川1,489ha
内水氾濫面積：鳴瀬川866ha、吉田川106ha

令和元年10月 298 約2,590 331 約1,930
床上浸水：吉田川492戸
床下浸水：吉田川186戸

三川合流点付近の浸水状況

吉田川

平成27年9月洪水 令和元年10月洪水

吉田川

大郷町粕川の堤防決壊状況

鳴瀬川水系の主な洪水被害
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落合橋上流流域平均雨量 計画1/100

289mm(S61.8)

211mm(H14.7)

280mm(H23.9)

324mm(H27.9)
331mm(R1.10)

計画雨量335mm

落合地点 流域平均2日雨量

昭和61年8月洪水では、吉田川沿川で堤防決壊による外水氾濫により1,500戸を越える浸水被害が発生し、平成14年7月、平成23年9月洪水では吉田川上

流で床上浸水が発生しました。

平成27年9月洪水では、吉田川（国管理区間）で、約20kmにわたりHWLを超過しました。中・上流部の5か所で越水氾濫が発生しました。

令和元年東日本台風では、吉田川左岸20.9k（大郷町粕川地区）の堤防が決壊、決壊箇所を含め、全部で33カ所の越水、溢水が発生しました。



３．事業を巡る社会経済情勢等の変化
（３）災害発生の危険度

7

大和町中心部の浸水状況

平成２７年９月洪水

平成27年9月洪水では、吉田川中・上流部の5か所で越水

または溢水が発生し、大和町中心部が浸水する等甚大な
被害を受けた。

②

鳴瀬川

吉田川

現在の二線堤位置

破堤箇所

昭和61年8月洪水では、吉田川の堤防が4箇所で決壊し、
鹿島台では11日間も浸水するなど、甚大な被害を受けた。

昭和６１年８月洪水①

吉田川上流部は、支川の善川、竹林川の合流によって洪水流が集中する河道です。

吉田川中・下流部は、勾配が緩い低平地を流下するため、一度堤防が決壊すると、氾濫被害が拡大しやすく、また周囲は山地に囲まれているため、氾

濫すると浸水被害が長時間に及びます。

③

令和元年10月（台風19号）洪水では、吉田川管理延長
31.9kのうち、約27kmでHWLを超過し、33か所で越水ま
たは溢水が発生し、内1箇所で堤防が決壊し甚大な被害と
なった。

吉田川

鶴田川

令和元年１０月洪水

R2年度末時点



東北縦貫自動車道の大和ＩＣや国道４号など基幹交通施設が整備されたこと等により、大規模な工業団地が整備され、近年は、国内有数の大企業が相

次いで進出しています。

吉田川流域沿川市町村の製造品出荷額は増加傾向に推移しており、人口や世帯数も緩やかな増加傾向にあります。

以上のことから、依然として水害に対するリスクが高い状態が継続しているものと考えられます。

３．事業を巡る社会経済情勢等の変化 8
（４）地域開発の状況

吉田川上流部の氾濫域には、
国道4号や大和ＩＣ等の主要
交通網に加えて、重要施設
（役所、学校、病院）などが
立地し、さらに市街地が拡大
している。

市街化の進展

市街化の進展

大和IC
大和流通団地

仙台北部中核工業団地

土地区画

整理事業

大和町役場

公立黒川病院

黒川消防署

大和警察署

平成27年大衡村

大和町

富谷市

昭和31年

吉田川流域沿川市町村

人口・世帯数の推移

第一仙台北部
中核工業団地
企業誘致が進む

H23.1:セントラル自動車
(現トヨタ自動車東日本)工場

H23.10:東京エレクトロン宮城工場

H24.7:トヨタ自動車東日本

H23.1:セントラル自動車
(現トヨタ自動車東日本)工場
H23.10:東京エレクトロン宮城工場

H24.7:トヨタ自動車東日本

吉田川流域沿川市町村

工業出荷額の推移

人口、世帯数：H02 国勢調査、H12～R02 住民基本台 出荷額：宮城県の工業



（抜粋）

（要望書 令和3年10月）

吉田川上流部に対する河川整備については、国は宮城県、大和町、大衡村と連携して対応することを確認しています。

大和町、大衡村は、吉田川上流部の遊水地群の整備や河道掘削等の緊急的かつ強力な治水対策を引き続きお願いしますと要望されています。

３．事業を巡る社会経済情勢等の変化 9
（５）地域の協力体制（要望等）

江合・鳴瀬・吉田川水系改修促進期成同盟会(会長：大崎市長)による
国土交通省 東北地方整備局長への要望書提出(令和3年10月)



■本協議会は、昭和61年8月豪雨、関東・東北豪雨（平成27年9月洪水）により大
規模な浸水被害が発生したことを踏まえ、大規模な氾濫が発生することを前提
に地域全体で常に洪水に備える「水防災意識社会」を再構築することが目的。

協議会開催状況（H28.3.18 大崎合同庁舎）

＜関係機関＞
◇自治体 石巻市、東松島市、大崎市、富谷市、松島町、大和町、大郷町、大衡村、
色麻町、加美町、涌谷町、美里町

◇宮城県 ◇仙台管区気象台 ◇東北地方整備局

■5年間(令和2年度までの)で達成すべき目標

長期間浸水した昭和61年8月豪雨、夜間に急激な水位上昇を記録し
た平成27年9月関東・東北豪雨等の教訓を踏まえ、鳴瀬川等の大規模

水害に対し、「逃がす・防ぐ・取り戻す」ことにより「氾濫被害の最
小化」を目指す。

■上記目標達成に向けた3本柱の取組

上記目標の達成に向け、河川管理者が実施する堤防整備や洪水調節施設の整備など、洪水氾濫を未然に防ぐ対策
に加え、以下の項目を3本柱とした取組を実施する。

①住民の主体的で安全な避難行動を促す日頃からのリスクコミュニケーションの取組
②発災時に人命と財産を守る水防活動の強化の取組
③一日も早く日常生活を取り戻すための排水活動の強化等の取組

鳴瀬川等の減災に係る取組方針を作成 (H28.7.5)

〇逃がすとは・・流域住民が主体的に水害リスクを把握し、避難につながる住民
目線のソフト対策が必要です。

〇防ぐとは ・・地域の水防力向上を図り、氾濫被害の防止や軽減、堤防決壊
を少しでも遅らせ避難のための時間を稼ぐことが必要です。

〇取り戻す ・・堤防決壊による大規模な浸水が10日間余りの長期間に及ぶ地
形であることから、1日でも早く日常生活を取り戻すための
対策が必要です。

３．事業を巡る社会経済情勢等の変化 10
（６）地域の協力体制（大規模災害に備えた減災対策協議会）

「鳴瀬川等大規模氾濫時の減災対策協議会」を設立し、市町村、県、国が一体となって、「水防災意識社会」を再構築するための取組方針を東北で初

めて策定（平成28年7月5日策定）しました。

大規模水害に対して、「逃がす、防ぐ、取り戻す」ことにより、氾濫被害の最小化を目指すこととして、取組状況の確認や実施目標のフォローアップ

を目的とした協議会を毎年開催しています。



３．事業を巡る社会経済情勢等の変化 11
（７）地域の協力体制（吉田川・新たな水害に強いまちづくりプロジェクト)

昭和６１年８月の大洪水を契機に実施した「水害に強いまちづくりモデル事業」について、令和元年台風１９号による大規模な氾濫被害を踏まえ、よ

り水害に強いまちづくりを目指し、新たな取組をとりまとめました。

引き続き、関係機関が連携を図りながら、具体化に向けた検討及び各種取組について実践していきます。

Ⅱ.氾濫拡大の防止Ⅱ.氾濫拡大の防止
→大規模な内水の氾濫を抑制し、被害を最小限にとどめる対策

Ⅰ.治水安全度の向上Ⅰ.治水安全度の向上
→再度災害の防止に向け、河川
の水位を低下させる対策等

Ⅴ.適正な土地利用の規制誘導Ⅴ.適正な土地利用の規制誘導
→水害に強い土地利用等再構築

宮城県大郷町 吉田川堤防決壊状況

吉田川→ 宮城県大崎市・大郷町・松島町の氾濫状況

Ⅲ.避難地警報システム

Ⅳ.氾濫水排除の迅速化Ⅳ.氾濫水排除の迅速化
→湛水の長期化を抑制する強制排水機
能向上対策等

＜主な取組メニュー＞
■河川整備
・河川整備計画の変更
・堤防整備
・河道整備（河道掘削・河道拡幅の検討）
■ダム等洪水調節機能の向上
・ダムの柔軟な対応（既存ダム有効活用）
・新たな洪水調節施設（ダム・遊水地）の
検討
■側帯
・側帯の増設

＜主な取組メニュー＞
■河川整備
・河川整備計画の変更
・堤防整備
・河道整備（河道掘削・河道拡幅の検討）
■ダム等洪水調節機能の向上
・ダムの柔軟な対応（既存ダム有効活用）
・新たな洪水調節施設（ダム・遊水地）の
検討
■側帯
・側帯の増設

＜主な取組メニュー＞
■内水対策
・ 雨水貯留施設・調整池の整備
・ 排水路の整備・維持管理
■氾濫流制御施設
・道路嵩上げ（二線堤）

＜主な取組メニュー＞
■内水対策
・ 雨水貯留施設・調整池の整備
・ 排水路の整備・維持管理
■氾濫流制御施設
・道路嵩上げ（二線堤）

Ⅵ.新たな減災・ソフト対策Ⅵ.新たな減災・ソフト対策
→「水害に強いまちづくりモデル事業」策定以降に、新たに取り組まれてきた減災対策の推進

＜主な取組メニュー＞
■水防災拠点の拡張・増設
・ 水防災拠点の拡張
・ 避難建屋・備蓄物資の整備
■避難路・復旧路線の確保
・ 道路嵩上げ
■ハザードマップ
・ 地区別ハザードマップ
・ 内水ハザードマップ
■水位情報等情報提供の強化
・ 光ファイバー回線の2重化

＜主な取組メニュー＞
■水防災拠点の拡張・増設
・ 水防災拠点の拡張
・ 避難建屋・備蓄物資の整備
■避難路・復旧路線の確保
・ 道路嵩上げ
■ハザードマップ
・ 地区別ハザードマップ
・ 内水ハザードマップ
■水位情報等情報提供の強化
・ 光ファイバー回線の2重化

堤防決壊箇所
鳴
瀬
川→

＜主な取組メニュー＞
■緊急排水樋門
・ 排水樋門敷高の

工夫・改良
■排水能力の強化
・ 排水施設の増設検討
・ 既設排水機場の

能力強化・非浸水化
・ 防塵対策

＜主な取組メニュー＞
■緊急排水樋門
・ 排水樋門敷高の

工夫・改良
■排水能力の強化
・ 排水施設の増設検討
・ 既設排水機場の

能力強化・非浸水化
・ 防塵対策

＜主な取組メニュー＞
■将来的な土地利用の規制誘導
・ 都市計画等と防災対策の連携強化
■移転・建替え補助制度の検討
・ 浸水想定地域等ハザードエリアからの移転・
建替え等に対する自治体支援の推進 等

＜主な取組メニュー＞
■将来的な土地利用の規制誘導
・ 都市計画等と防災対策の連携強化
■移転・建替え補助制度の検討
・ 浸水想定地域等ハザードエリアからの移転・
建替え等に対する自治体支援の推進 等

＜主な取組メニュー＞
■洪水時における河川管理者等からの情報提供
・ 地域別情報発信手法の構築
・ 災害時情報担当者の確保・連絡体制の構築
・ 浸水情報、通行止め等の道路交通・規制情報の共有

＜主な取組メニュー＞
■洪水時における河川管理者等からの情報提供
・ 地域別情報発信手法の構築
・ 災害時情報担当者の確保・連絡体制の構築
・ 浸水情報、通行止め等の道路交通・規制情報の共有

■避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認
・ マイタイムラインの作成
■避難訓練・教育の推進
・ ロールプレイング防災訓練の継続実施

■避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認
・ マイタイムラインの作成
■避難訓練・教育の推進
・ ロールプレイング防災訓練の継続実施

■要配慮者支援施設における避難計画の作成
・ 要配慮者サポーターの育成
■水防活動・排水活動の強化
・ 関係機関が連携した水防訓練

■要配慮者支援施設における避難計画の作成
・ 要配慮者サポーターの育成
■水防活動・排水活動の強化
・ 関係機関が連携した水防訓練

水防災拠点への避難状況
←

吉
田
川

内浦緊急排水樋門
（呑口部）→避難地、避難路の整備、およ

び避難に資する情報・警報シ
ステム

→避難地、避難路の整備、およ
び避難に資する情報・警報シ
ステム

「水害に強いまちづくりモデル事業」 ※モデル事業指定：S63、事業期間：H5～H29（概成）

※上記はイメージであり、具体的な対策内容等については、
今後の検討等により整理していくこととしています。

＜関係機関＞
◇自治体 大崎市 松島町 大郷町 ◇宮城県 ◇鶴田川沿岸土地改良区 ◇国土交通省



②残存価値
（事業完了後５０年後価値）

４．事業の投資効果
（１）算定方法

12

費用対効果については、下記により評価を行います。

床上浸水対策の効果（Ｂ）

①洪水調節
◆直接的な被害の防止

（資産（家屋、農産物など）への被害防止）
◆間接的な被害の防止

（稼働被害（営業停止損失など））

床上浸水対策の費用（Ｃ）

①建設費（H29～R4）

②維持管理費（R5～R54）

床上浸水対策事業の効果（Ｂ）と費用（Ｃ）の比較による評価を行う。

※残存価値とは、将来において施設が有している価値



４．事業の投資効果
（２）費用対効果分析（前回との算定条件の比較）
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今回の検討（R3） 前回の検討（H28）

①河道条件

・床上浸水対策特別緊急事業着手時点（H28時点）
・現況河道（R3時点）
・床上事業対策後河道(R4時点）

・床上浸水対策特別緊急事業着手時点（H28時点）
・現況河道（H28時点）
・床上事業対策後河道(H34時点)

②資産データ、評価額等

・資産データ：H27国勢調査
：H28経済センサス
：H22 100mメッシュ延床面積等

・評価額 ：R3評価額

・資産データ：H22国勢調査
：H21経済センサス
：H22 100mメッシュ延床面積等

・評価額 ：H28評価額

③事業費・事業期間

・全体事業費128.2億円(税込) ※119.7億円(税抜)
・事業期間H29～R4（6年間）

・全体事業費128.2億円(税込)
・事業期間H29～H34（6年間）

④その他

・治水経済調査マニュアル(案)〔令和2年4月〕に基づき算出 ・治水経済調査マニュアル(案)〔平成17年4月〕に基づき算出

資産データ、評価額等については、最新のデータに更新しました。

適用基準については、治水経済調査マニュアル（案）［令和2年4月］に基づき算定しました。



４．事業の投資効果

項目

今回評価 前回評価

前回評価との
主な変更点

全体事業
（H29～R04）

残事業
（R04）

全体事業
（H29～H34）

現在価値化 現在価値化

Ｃ
費
用

建設費 ① 127.1億円 11.4億円 104.5億円 • 評価基準年の変更
【以下、参考値】
• C費用（基準年H28の場合）
建設費 ：103.9億円
維持管理費： 4.9億円

維持管理費 ② 6.0億円 5.4億円 3.5億円

総費用 ③=①+② 133.1億円 16.8億円 108.1億円

Ｂ
便
益

便益 ④ 253.2億円 150.6億円 146.4億円 • 評価基準年の変更
• 資産の更新に伴う変更
• 河道評価年次の変更
• マニュアルの更新
【以下、参考値】
• B便益（基準年H28の場合）
便益 ： 208.1億円
残存価値： 7.5億円

残存価値 ⑤ 7.5億円 1.1億円 8.1億円

総便益 ⑥=④+⑤ 260.7億円 151.7億円 154.6億円

費用便益比（CBR） Ｂ／Ｃ 2.0 9.1 1.4

純現在価値（NPV） Ｂ－Ｃ 127.7億円 135.0億円 46.5億円

経済的内部収益率（EIRR） 8.8％ 70.9％ 6.1％

（３）費用対効果分析（費用便益比）

○評価基準年次：令和3年度（前回評価基準年次：平成28年度）
○総便益（Ｂ）：・便益（治水）については評価時点を現在価値化の基準時点とし、治水施設の整備期間と治水施設の完成から50年間までを評価対象期間にして年平均被害軽減期待額を割引率を用いて

現在価値化したものの総和
・残存価値：将来において施設が有している価値

○総費用（Ｃ）：・評価時点を現在価値化の基準時点とし、治水施設の整備期間と治水施設の完成から50年間までを評価対象期間にして、建設費と維持管理費を割引率を用いて現在価値化したものの総
和

・建設費：吉田川改修に要する費用（残事業は、R4年度以降）
※実施済の建設費は実績費用を計上

・維持管理費：吉田川の維持管理に要する費用
○割引率：「社会資本整備に係る費用対効果分析に関する統一的運用指針」により4.0%とする
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事業全体に要する費用（Ｃ）は約133億円であり、事業の実施による総便益（Ｂ）は約261億円。これをもとに算出される費用便益比（Ｂ／Ｃ）は約2.0

となります。（前回評価Ｂ／Ｃ 約1.4）

令和4年以降の残事業に要する総費用（Ｃ）は約17億円であり、この事業の実施によりもたらされる総便益（Ｂ）は約152億円。これをもとに算出され

る費用便益比（Ｂ／Ｃ）は約9.1となります。

【参考】今回評価額の評価基準年次を平成28年度とした場合、総費用（C）は約109億円、総便益（B）は約216億円となり、費用便益費（B/C）は約2.0

となります。

※表示桁数の関係で計算値が一致しないことがあります。



・残事業費、残工期、資産がそれぞれ±10％に変動した場合のB/C算出しました。

・全体事業、残事業ともにすべてのケースでB/Cが1.0以上となりました。

４．事業の投資効果 15

基本
ケース

感度分析
残事業費 残工期 資産

10% -10% 10% -10% 10% -10%

全体事業
(H29～R04)

総便益
（現在価値化後）

260.7億円 260.8億円 260.6億円 260.7億円 260.7億円 286.0億円 238.0億円

総費用
（現在価値化後）

133.1億円 134.2億円 131.9億円 133.1億円 133.1億円 133.1億円 133.1億円

費用便益比
（B/C）

2.0 1.9 2.0 2.0 2.0 2.1 1.8

残事業
(R04)

総便益
（現在価値化後）

151.7億円 151.9億円 151.6億円 151.7億円 151.7億円 166.2億円 137.0億円

総費用
（現在価値化後）

16.8億円 17.9億円 15.6億円 16.8億円 16.8億円 16.8億円 16.8億円

費用便益比
（B/C）

9.1 8.5 9.7 9.1 9.1 9.9 8.2

（４）費用対効果分析（感度分析）



４．事業の投資効果
（５）被害項目一覧
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前回評価・今回評価に見込んでいる「被害防止便益(B)」は、治水経済調査マニュアルで、 【貨幣換算化されている項目】青色の部分を集計し算定し

た結果となります。

今回、治水経済調査マニュアルに示されている便益として、今後計上されうるオレンジ色の【貨幣換算化されていない項目】について、赤で囲んだ項

目の効果を参考に試算しました。

備考
一般資産被害 家屋、家庭用品、事業所償却資産など

人的被害 人的被害 浸水区域内人口、災害時要援護者数、死者数など
営業停止被害 家計、事業所、公共・公益サービス
応急対策費用 家計、事業所、国・地方公共団体
医療・社会福祉施設等
の機能低下による被害

医療施設、社会福祉施設等

防災拠点施設の機能低
下による被害

役所、警察、消防等の防災拠点施設

交通途絶による波及被
害

道路、鉄道、空港、港湾等

ライフラインの停止に
よる波及被害

電力、水道、ガス、通信等

経済被害の域内・域外
への波及被害

事業所

水害により地域の社会経済構造が変化する被害

農産物被害
公共土木施設等被害

評価項目

水害廃棄物の発生
文化施設等の被害
地下空間への被害

精神的被害

リスクプレミアム

直接被害 資産被害

間接被害 稼働被害

社会機能低
下被害

波及被害

その他

貨幣換算化されている項目

貨幣換算化されていない項目
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※国管理区間の効果を算定

（６）貨幣換算が困難な効果等による評価（人的被害）
関東・東北豪雨（平成27年9月洪水）に対して、ＨＷＬまで水位を下げることは出来ないが、越水による床上・床下浸水被害が解消されます。

関東・東北豪雨（平成27年9月洪水）と同規模の洪水が発生した場合、鳴瀬川床上浸水対策特別緊急事業の完成により、災害時要救護者数では約860人

の減少が見込まれます。

善川

吉田川

竹林川

河川（国管理区間）
河川（県管理区間）
管理境界
事業実施前

県管理区間 国管理区間

平成27年9月洪水と同規模降雨による氾濫想定範囲
※越水計算【事業実施前】

洞堀川

①事業実施前 凡例
浸水深
0.5m未満
0.5m～1.0m未満
1.0m～2.0m未満
2.0m～5.0m未満
5.0m以上

凡例
浸水深
0.5m未満
0.5m～1.0m未満
1.0m～2.0m未満
2.0m～5.0m未満
5.0m以上

善川

吉田川

竹林川

県管理区間 国管理区間

平成27年9月洪水と同規模降雨による氾濫想定範囲
※越水計算【事業実施後】

洞堀川

②事業実施後 河川（国管理区間）
河川（県管理区間）
管理境界
事業実施後

※災害時要救護者数は、「水害の被害指標分析の手引（H25試行版）」に基づき、算定した推定値

人的被害等の解消（遊水地整備前後の比較）

②浸水世帯数①浸水面積

約1,350haの
被害を解消

④災害時要救護者数（人）

0

100
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①事業実施前 ②事業実施後

浸
水
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498 ha

44 ha
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500

1,000

1,500

①事業実施前 ②事業実施後

浸
水

範
囲

内
人

口
(
人

)

1,273 人

0 人
0

200

400

600

800

1,000

①事業実施前 ②事業実施後

災
害

時
要

救
護

者
数

(
人
)

861 人

0 人

約450haの
被害を解消

約490世帯の
被害を解消

約1,200人の
被害を解消

約860人の
被害を解消

項目
被害数量

a.整備前 b.整備後 効果（a－b）

①浸水面積(ha) 498 44 454

②浸水世帯数(世帯)
床上浸水 256 0 256

床下浸水 236 0 236

③浸水範囲内人口(人) 1,273 0 1,273

④災害時要救護者数（人） 861 0 861

③浸水範囲内人口(人）

竹林川
遊水地

善川
遊水地

築堤

築堤

河道掘削

河道掘削

善川
遊水地

竹林川
遊水地

築堤

築堤
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（６）貨幣換算が困難な効果等による評価（その他の被害指標）

関東・東北豪雨（平成27年9月洪水）と同規模の洪水が発生した場合、鳴瀬川床上浸水対策緊急特別事業の完成により、浸水により途絶する主要道路の

国道4号、東北縦貫自動車道へのアクセスが不可能となる大和ICの浸水の被害解消が期待されます。

防災拠点施設である黒川高校（指定避難所）の浸水の被害解消が期待されます。

項目
被害数量

①事業完了前 ②事業完了後 被害の解消

交通途絶による波及被害
国道4号
東北縦貫自動車道
の大和IC

国道4号
東北縦貫自動車道
の大和IC

防災拠点施設の機能低下による被害
黒川高校
（指定避難所）

黒川高校
（指定避難所）

県管理区間 国管理区間県管理区間 国管理区間

①事業実施前 ②事業実施後

国道4号

東北縦貫自動車道

大和IC

黒川高校
(指定避難所)

大和ICの浸
水被害解消

黒川高校（指定避難場所）
の浸水被害解消

交通途絶の
解消



５．事業の進捗状況 19
（１）床上浸水対策特別緊急事業の進捗状況

平成29年度に、鳴瀬川床上浸水対策特別緊急事業の新規採択しました。

吉田川の河道掘削、築堤及び善川遊水地と竹林川遊水地の整備を実施します。

令和3年度には、竹林川遊水地が概成する予定であり、令和4年度には、吉田川の河道掘削・築堤・善川遊水地の整備が完了する予定です。
進捗状況：
R3時点

竹林川遊水地

善川遊水地

築 堤

築 堤

河道掘削

■整備位置図

整備済

R3整備中

R4整備予定

凡例

出典：北上川下流管内図
着色：浸水域(H27.9)

250m 780m

0m 200m 400m 600m 800m 1000m

吉田川 堤防量的整備 整備済 未整備

346千m3 20千m3

0千m3 100千m3 200千m3 300千m3

吉田川 河道掘削 整備済 未整備

55千m3

0千m3 10千m3 20千m3 30千m3 40千m3 50千m3

竹林川遊水地 周囲堤 囲繞堤 整備済 未整備

218千m3 39千m3

0千m3 50千m3 100千m3 150千m3 200千m3 250千m3

善川遊水地 周囲堤 囲繞堤 整備済 未整備

260m

0m 50m 100m 150m 200m 250m

竹林川遊水地 越流堤 整備済 未整備

173m 97m

0m 50m 100m 150m 200m 250m

善川遊水地 越流堤 整備済 未整備



竹林川遊水地

善川遊水地

築 堤

築 堤

河道掘削

整備済

R3整備中

R4整備予定

凡例
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吉田川では河道掘削・築堤を行い、必要な河道断面を確保します。

善川遊水地、竹林川遊水地は、周囲堤等の整備を実施します。

善川遊水地

竹林川遊水地

東北自動車道

善川

吉田川竹林川

大浦地区 河道掘削 大浦地区 河道掘削後

河道断面の確保

遊水地の整備

遊水地の整備

（２）床上浸水対策特別緊急事業の進捗状況

出典：北上川下流管内図
着色：浸水域(H27.9)



令和3年度現在、鳴瀬川床上浸水対策特別緊急事業の残メニューは、吉田川の堤防整備、河道掘削、竹林川遊水地、善川遊水地の整備です。

事業期間である令和4年度までに実施してます。

６．今後の事業スケジュール
（１）今後のスケジュール
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竹林川遊水地

善川遊水地

築 堤

築 堤

河道掘削

■整備位置図 整備済

R3整備中

R4整備予定

凡例

事業期間　H29～R4

年度 H29 H30 R1 R2 R3 R4

堤防量的整備

河道掘削

善川遊水地

竹林川遊水地

整備メニュー

出典：北上川下流管内図
着色：浸水域(H27.9)

竹林川遊水地の操作要領はR3年度内に策定予定



７．コスト縮減や代替案立案等の可能性
（１）コスト縮減の方策

（２）代替案等の立案の可能性
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河道掘削で発生した土を土質改良を行い、遊水地の築堤土として流用し、コスト縮減に努めています。

トータルステーションを用いた出来形管理を行い、記録ミス・手間の削減及び現場作業の効率化による工期短縮、省力化に努めています。

インテリジェントマシンコントロール油圧ショベルによるセミオート化を行い、省力化に努めています。

越流堤の構造は、施工性、維持管理性、経済性の観点から比較検討を行い、コスト縮減に努めています。

事業進捗としては、竹林川遊水地が概成する予定であり、善川遊水地は約8割の進捗となっております。

代替案立案の可能性については、社会的影響、環境への影響、及び事業費等を考慮し、現計画が最も妥当と判断しています。

河道掘削で発生する土砂の有効利用

掘削土

土砂処分を行わず、近隣ヤードにて

土質改良し、遊水地の築堤土に利用
することでコスト縮減

土質改良

越流堤

竹林川遊水地イメージパース

越流部の構造についてコスト比較を行い、施工性
経済性に優れたコンクリートを選定

トータルステーションを用いた出来形管理を
行うことで、現場作業の効率化により工期短

縮、省人化が可能となり、コスト縮減

巻き尺による計測

従来手法

TS手法

インテリジェントマシンコントロール油圧ショベル
によるセミオート化により従来施工と比べ丁張りな

どの作業工程を削減でき、省力化



８．地方公共団体等の意見

宮城県知事より以下のとおり回答を頂いております。

県 意 見

宮城県

「対応方針（原案）」のとおり「継続」
で異議ありません。
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９．対応方針（原案）

・浸水想定区域には、病院、小学校などの災害時要援護者施設、警察署などの防災拠点、国道4号、JR東北本線などの基幹交通施設が存在している。

・吉田川流域沿川市町村の製造品出荷額は増加傾向に推移しており、人口や世帯数も緩やかな増加傾向にあります。

・吉田川で洪水が発生すると、重要施設が浸水し甚大な被害の発生が想定されることから、治水安全度を向上させることが必要である。

①事業の必要性に関する視点（事業の投資効果）

・令和3年度現在、鳴瀬川床上浸水対策特別緊急事業の残メニューは、吉田川の堤防整備、河道掘削、竹林川遊水地、善川遊水地の整備となっている。

・事業期間である令和4年度までに実施する。

②事業の進捗の見込みの視点

【対応方針（原案）】
吉田川における床上浸水対策特別緊急事業の必要性、重要性に変化はなく、事業の投資効果も確認できることから、事業を
継続することが妥当と考える。

・宮城県知事に「東北地方整備局所管の再評価対象事業の対応方針（原案）作成に係る意見照会」を行った結果、令和3年11月30日付け土総第5019号
により、対応方針（原案）については異議ありませんと回答を頂いている。

⑤地方公共団体等の意見（宮城県知事）
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・関東・東北豪雨（平成27年9月洪水）と同規模の洪水が発生した場合、鳴瀬川床上浸水対策緊急特別事業の完成により、災害時要救護者数では約860

人の減少が見込まれる。

・関東・東北豪雨（平成27年9月洪水）と同規模の洪水が発生した場合、鳴瀬川床上浸水対策緊急特別事業の完成により、浸水により途絶する主要道

路の国道4号、東北縦貫自動車道へのアクセスが不可能となる大和ICの浸水の被害解消が期待される。

④貨幣換算が困難な効果等による評価

・河道掘削で発生した土を土質改良を行い、遊水地の築堤土として流用し、コスト縮減に努める。

・トータルステーションを用いた出来形管理を行い、記録ミス・手間の削減及び現場作業の効率化による工期短縮、省力化に努めている。

・インテリジェントマシンコントロール油圧ショベルによるセミオート化を行い、省力化に努めている。

・越流堤の構造は、施工性、維持管理性、経済性の観点から比較検討を行い、コスト縮減に努めている。

・代替案立案の可能性については、社会的影響、環境への影響、及び事業費等を考慮し、現計画が最も妥当と判断している。

③コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点


